
見附市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項  

 

1 農地利用最適化推進委員の業務概要及び募集人員 

（１）業 務 の内 容   農地法及び農業委員会等に関する法律で規定される業務 

（農地の利用集積の推進、耕作放棄地の発生防止・解消農地利用状況調査等） 

（２）募 集 人 員   １２人（１地区当たり各２人：別表参照-農業委員会が定めた区域表） 

（３）任  期  農業委員会から委嘱された日（令和８年７月下旬）～令和１１年７月１９日 

（４）報  酬  ３０，０００円／月 

（５）身 分  非常勤特別職（地方公務員） 

 

２ 推薦・応募資格 

農業に関する識見を有し、担当する区域において、農地等の利用の最適化の推進のための活

動ができる者 （農業委員会等に関する法律 第１７条） 

次のいずれかに該当する者は、農地利用最適化推進委員になることはできません。 

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

・ 委嘱する時点で農業委員である者 

 

３ 募集及び手続き 

（１）募集は、「見附市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程」により行い

ます。 

（２）募集要項及び申込書は、見附市ホームページ及び農業委員会事務局（市役所２階）に備

えてあります。 

※ 見附市ホームページ http://www.city.mitsuke.niigata.jp/ 

（３）受付期間 令和８年２月９日（月）から３月９日（月）まで 

（４）提出書類 申込書（別紙、推薦・応募申込書） 

（５）提出方法 令和８年３月９日（月）までに直接持参または郵送（３月９日消印有効）で下記へ

提出してください。 

（６）提 出 先 

 ①持参の場合 

見附市農業委員会事務局（市役所 ２階） 

（持参の場合は、開庁日の 8：30～17:15 まで提出願います。） 

②郵送の場合 

〒954－8686 見附市昭和町２丁目１番１号 

見附市農業委員会事務局 宛て 

 



４ 選考方法 

見附市農業委員会が提出された書類をもとに選考します。 

 

５ 選考の結果通知 

令和８年７月下旬までに通知します。 

 

６ その他 

募集期間中・募集期間終了後の２回、ホームページ等で下記について公開します。 

① 推薦をする者（個人）については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」 

② 推薦をする者（団体）については、「名称」「目的」「代表者」または「管理人の氏名」「構成員

の数」「その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項」 

③ 推薦を受ける者又は応募する者は、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び「農

業経営の状況」 

④ 推薦又は応募の理由 

⑤ 推薦する者が当該推薦を受ける者について「農業委員」を推薦し、又は応募する者が「農

業委員」に応募しているか否かの別 

⑥ 「推薦を受けた者の数」 

⑦ 「応募した者の数」 

（※ 農業委員会等に関する法律施行規則 第１１条、第１２条） 

 

○ 問い合わせ先 

〒954-8686 見附市昭和町２丁目１番１号 

見附市農業委員会事務局（市役所 ２階） 

TEL  0258-62-1700（内線 261） 

FAX  0258-63-5775 

E-mail  noui＠city.mitsuke.niigata.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

農業委員会が定めた区域表 

地区名 その地区の区域 

1見附地区 本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４丁目、新町１丁目、新町２

丁目、新町３丁目、嶺崎１丁目、嶺崎２丁目、学校町１丁目、学校町２丁

目、南本町１丁目、南本町２丁目、南本町３丁目、本所１丁目、本所２丁

目、細越１丁目、細越２丁目、元町１丁目、元町２丁目、昭和町１丁目、

昭和町２丁目、戸代新田町、島切窪町、山崎興野町、石地町、庄川新田

町、庄川町、庄川平町、堀溝町、杉澤町、本町、内町、本所町、嶺崎町、

仁嘉町のうち小字三貫野 

2北谷地区 椿澤町、田井町、山崎町、耳取町、鳥屋脇町、熱田町、名木野町、明晶

町、池之内町、下新町、双葉町、緑町、月見台１丁目、月見台２丁目 

3上北谷地区 太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ヶ嶺町、神保町、栃窪

町、佐野町、八十刈町、岩渕町 

4葛巻地区 葛巻１丁目、葛巻２丁目、葛巻町、葛巻東町、葛巻西町、葛巻南町、反田

町、北野町、傍所町、鹿熊町、青木町、山吉町、速水町、柳橋町、福島

町、市野坪町、加坪川町、漆山町、新幸町、仁嘉町のうち小字七正寺と小

字大下 

5新潟地区 新潟町、新潟東町、新潟西町、小栗山町、指出町、下鳥町、片桐町、芝野

町 

6今町地区 今町１丁目、今町２丁目、今町３丁目、今町４丁目、今町５丁目、今町６

丁目、今町７丁目、今町８丁目、今町、東今町、西今町、上新田町、下関

町、釈迦塚町、三林町、田之尻町、坂井町、坂井町１丁目 

 

 

 

 

 


